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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、企業としての社会的責任を念頭に、株主を始めとする様々なステークホルダーを視野に入れたサステナビリティ経営を実践して
いきます。かかる観点から、経営の効率性の向上と経営の健全性の維持、及びこれらを達成するための経営の透明性の確保が、当社グループの
コーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識した上で、当社に最も相応しい経営体制の整備・構築を目指してお
ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

当社グループは、基本事業戦略の推進、持続的成長及び企業価値向上に資すると判断される取引先等の株式について、投資収益率を算定し資
本コスト等を勘案の上、これを取得・保有しております。また、この方針に照らし、保有する意義や合理性が希薄化又は喪失した株式については、
売却する方針としております。

当社グループは、当該投資先との取引によって得られる収益、年間受取配当額、株式評価損益等の定量情報、並びに、投資先との関係維持・強
化といった投資目的の達成状況等の定性情報を総合的に勘案し、当該投資株式を保有する意義や合理性を年次で検証し、保有継続の是非を判
断しております。

当該検証結果を取りまとめ、個々の投資株式の保有意義、貸借対照表計上額、株式評価損益、投資株式発行体の過去３年間の業績・事業計
画、並びに、今後の各投資株式の保有継続是非につき、取締役会に年次報告をしております。

検証の結果、継続保有する意義及び合理性が乏しいと判断される株式については、事業や市場への影響に配慮しつつ売却を進めてまいります。

なお、投資先の株主総会に上程された議案に対し、当社グループの保有意義・事業戦略との整合性、並びに、当該企業のコーポレート・ガバナン
ス強化及び株式価値向上に資するか否かを考慮の上、政策保有株式に係る議決権を行使することとしております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引につきましては、法令及び社内規則により、事前に取締役会における承認を得ることとし、当
該取引を実施した場合には、当該取引の状況等を定期的に取締役会に報告することとしております。なお、利益相反取引については取締役会に
先立ち、独立社外取締役及び独立した社外の有識者にて構成される利益相反取引管理等諮問委員会への諮問・答申並びに監査等委員会の承
認を経て、取締役会に付議することとしております。

加えて、主要株主との取引につきましては、資本関係のない取引先と通常取引をする場合と同様に、市場価格、原価率等を勘案して価格等を決
定することとし、当該取引内容については、社内規則に従い稟議等により適切な承認手続きを得ることとしております。なお、主要株主との取引の
うち重要な取引については、利益相反取引管理等諮問委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会において取引の可否を判断しております。主
要株主との取引状況につきましては、定期的に利益相反取引管理等諮問委員会に報告しております。

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社グループは一人ひとりの個性や価値観を尊重し、全ての人材がその力を最大限に発揮できる職場環境を目指しダイバーシティ＆インクルー
ジョン（D&I）を推進してまいりました。2023年度よりD&I・Well-Being推進担当役員ならびに専任組織を設置し、多様な人材が一層活躍できる環境整
備と組織風土作りを推進しております。2024年度からは、D&IにEquity（公平性・公正性）とBelonging（帰属意識）の要素を加え、一人ひとりの状況
に応じた公平・公正な対応ができる職場、社員一人ひとりが自らの居場所として安心して力を発揮できる組織風土醸成に取り組むべくDEIB（Divers
ity, Equity, Inclusion, Belonging）へとその概念を進化させています。

女性の活躍推進においては、女性が真に活躍できる組織風土の実現は、より広義なDEIBを実現していく上で礎になるととらえ、重要な意思決定の
場の多様性を確保するための新たな取り組みとして、2030年度末までに取締役会における女性比率30％、執行役員・業務役員級の女性比率を20
％とする登用目標を設定し育成の取り組みを進めております。併せて、女性の登用及び活躍を推進するため、2026年3月までに部長級の女性ライ
ン管理職の比率を12％、事業の中核を担うITに関する高度な専門性を保有する（当社、専門性認定制度（※）レベル５以上）女性社員を150名とす
ることを目標として設定し、育成の取り組みを進めております。2024年6月現在では、社外取締役2名、執行役員1名、業務役員2名、本部長級1名、
部長級32名、課長級66名の女性が役員・ライン管理職に就いており、高度な専門性を保有する72名の女性社員が活躍しております。

（※）専門性認定制度については当社ホームページをご参照ください。

　　　https://www.scsk.jp/corp/csr/social/development/human_resources.html

また、事業戦略の必要性及び事業規模の拡大に併せて、外国人・中途採用者のライン管理職登用を進めており、2024年6月現在では、外国人は
業務役員1名、子会社の海外現地法人6社を含む47名、中途採用者は262名が役員・ライン管理職に就いております。多様な人材の確保及び事業
の持続的成長に必要な人材を安定的に確保していくため、積極的な採用とライン管理職登用に取り組んでまいります。

なお、多様性の確保に向けた人材育成と社内環境整備については、コーポレート・ガバナンス報告書「Ⅰ. ＜人的資本、知的財産への投資等＞

（１）人的資本への投資」「Ⅲ.３.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況【その他】<DEIB（Diversity, Equity, Inclusion, Belonging）の推進

に関して>」をご参照ください。



【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、ＳＣＳＫ企業年金基金を通じ、当社と国内子会社の企業年金の積立金の運用を行っております。加入者、受給者に対する年金受給権の
保護を図り、将来にわたって確実に年金・一時金の給付を行うことが出来るよう、適切な分散運用を行うとともに、基金には積立金の運用に関する
専門的知識を有する人材を配し、実務や研修を通じた人材の専門性向上にも努めております。

モニタリングについては、運用受託機関から毎月運用報告を受け運用成績を確認するとともに、四半期ごとに運用プロセスと投資方針の整合性
や、運用哲学、組織及び人材等に変更が無いか等を確認しております。

また、積立金の適正な運用を確保するべく、理事長の諮問機関として当社の財務、経理及び人事部門の責任者で構成された資産運用委員会を
設置し、政策的資産構成割合を含む基本方針の策定及び見直し、運用受託機関の選任・評価等について協議を行うと共に、実際の運用状況を確
認しております。加えて、意思決定機関である代議員会には事業主、加入者それぞれから同数の代議員を選出し、十分な議論の上で意思決定を
行っており、企業年金の受益者と会社との間に生じる利益相反を適切に管理しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

当社グループは、情報開示は会社の意思決定の透明性・公平性確保の観点から重要な経営責務の一つであり、株主・投資家の皆様を始めとす
る様々なステークホルダーに当社グループの経営に係る意思決定及び事業活動に対しての理解を深めていただくために、適時適切な情報開示を
行うよう心掛けております。また、経営成績や財務情報等に関しての法令に基づく開示はもとより、当社グループが重要だと判断する非財務情報
等（ガバナンスや社会・環境問題に関するESG要素を含む）につきましても、当社ホームページや統合報告書等の各種情報伝達手段を活用の上、
積極的に開示を行うことを情報開示の基本方針としております。

　

また、情報開示にあたっては、事業報告及び有価証券報告書等の法定書類、統合報告書及び決算関連資料といった各種情報開示資料の作成に
おいて、可能な限り丁寧かつ分かり易く記載するよう心掛けており、これらの資料の英語版も作成しております。

なお、決算関連情報につきましては、将来の業績を予測するために必要となる受注情報や、事業実態をより端的に示す業種別売上高・セグメント
別売上高について、過去分を含めて四半期ごとに情報開示を実施しており、加えて、コスト分析に有用と考える原価明細について、過去分を含め
て四半期ごとに決算補足資料において情報開示を行っております。さらに、設備投資等の事業投資関連の情報開示も行う等、株主・投資家の皆
様に当社グループに対する理解を深めていただくよう、積極的かつ多面的な情報開示を心掛けております。

（１）経営理念、経営戦略、経営計画

当社グループは、経営理念に「夢ある未来を、共に創る」を掲げております。経営理念を実践するにあたり、社会が抱えるさまざまな課題を事業視
点で評価し、社会と共に成長するために、特に重要ととらえ、優先的に取り組む課題を「マテリアリティ」として2020年に策定しております。併せて、
経営理念とマテリアリティを当社グループの存在意義としたうえで、中長期の目指す姿として「グランドデザイン2030」を策定しております。顧客や
パートナーと共に社会課題の解決に貢献するビジネスを創り出すことによって、「2030年 共創ITカンパニー」の実現を目指すというものです。「2030

年 共創ITカンパニー」の実現に向けた実行計画が「中期経営計画」であり、2023年度を初年度とする中期経営計画（FY2023～FY2025）は、「グラ

ンドデザイン2030」の第二期として位置付けております。

なお、経営理念、中期経営計画（FY2023～FY2025）は当社ホームページにて公表しておりますので、ご参照ください。

（経営理念 ： https://www.scsk.jp/corp/vi.html）

（中期経営計画（FY2023～FY2025） ：https://www.scsk.jp/ir/library/archives/pdf/scsk/20230428_mtp.pdf）

（２）コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本方針

本報告書の「Ｉ．１．基本的な考え方」をご参照ください。

（３）取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬の決定方針と手続

本報告書の「Ⅱ.１．機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。

（４）取締役の選解任と手続

取締役（監査等委員である取締役を除く）の選解任については、当社の取締役として必要な知識、経験及び実績を具備していること、取締役会で
建設的な議論ができること、優れたマネジメント能力を有し、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること、業務執行取締役については分
掌分野に十分な知見を有すること等を基準に、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬等諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見
を踏まえて、取締役会にて決議のうえ、株主総会に選解任をお諮りしております。

加えて、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員である取締役として専門的な知識、経験等を有し、客観的な見地で監査できる
こと等を基準に、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬等諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決
定しております。

さらに、社外取締役候補者の決定に当たっては、上記に加えて、企業経営や様々な分野における専門的かつ広範な知識を有していること等を主
たる基準としております。

（５）取締役の選解任理由

個々の取締役候補者の選解任理由の詳細については、「2024年定時株主総会招集通知及び総会参考資料」をご参照ください。

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取組み等】

＜サステナビリティについての取組み及び開示＞

本報告書の「Ⅲ．３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況【環境保全活動、CSR活動等の実施】」をご参照ください。

＜人的資本、知的財産への投資等＞

（１）人的資本への投資

当社グループは、「サステナビリティ経営」を成長戦略として取り組むことを掲げており、コアコンピタンスを活用して、お客様や社会と共にさまざま
な社会課題の解決に貢献し、社会が必要とする新しい価値を創出しながら、社会と共に持続的に発展することを目指しております。当社グループ
の最大の財産、かつ成長の原動力は“人”であり、社員一人ひとりの健康こそが、社員やその家族の幸せと事業発展の礎であることから、働き方
改革や健康経営の先進企業として取り組みを進め、社員の高い定着率や安定的な人材の確保を実現しております。中期経営計画（FY2023～FY2
025）では、経済価値と社会価値、人的資本価値等の非財務要素を包含した企業価値である「総合的企業価値」の飛躍的な向上に取り組むことを
方針として掲げています。

人的資本価値の向上については、社員一人ひとりの「人材価値最大化」を基本方針としており、社員の能力開発（専門性、スキル、経験等）への投
資とともに、 社員の能力を高められる事業・案件を常に選択し、成長できる場・環境を用意すること、また、社員が持つ能力を最大限に発揮できる

事業分野・事業モデルを常に選択・構築することに取り組んでおります。また、これまでの働き方改革や健康経営を中心に培ってきた働きやすい環
境に加え、社会価値や経済価値創出への貢献を通じた働きがいやエンゲージメントを高める「Well-Being経営」を推進してまいります。



詳細は当社統合報告書の「人材戦略（P.67～68）」をご参照ください。

https://www.scsk.jp/ir/library/report/pdf/scsk/scsk_report2023.pdf

（２）知的財産への投資

当社グループは、中期経営計画（FY2023～FY2025）の経営基盤強化策の一つとして「技術ドリブン推進」を挙げ、「先進技術」獲得による新たな価
値創出・事業開拓、社会実装に向けた高度先進技術者の拡充を行うとともに、長年蓄積された業務ノウハウ・著作物等の知財化、全ての顧客フロ
ントでの顧客課題解決に向けた活用促進による「知財価値」の向上を推進しています。この取り組みを加速すべく、自社知財の開発・拡充に向け
た研究・開発投資や先進技術研究目的の国内ベンチャー投資・提携、経営基盤強化に向けた設備投資を予定しています。詳細は当社統合報告
書の「中期経営計画」をご参照ください。

https://www.scsk.jp/ir/library/report/pdf/scsk/scsk_report2023.pdf

【補充原則４－１－１　取締役会の役割・責務（経営陣に対する委任の範囲）】

執行と監督の分離の観点から、取締役会は、重要な業務執行の意思決定の一部を代表取締役に委任しております。具体的には、取締役会にお
いて案件の性質及び金額等を基準として決裁に係る社内規程を定め、重要な業務執行以外は、代表取締役、執行役員及び業務役員等に決裁権
限を付与しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。

【補充原則４－１０―１　独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】

本報告書の「Ⅱ．1．機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】【補足説明】」をご参照ください。

【補充原則４－１１－１　取締役会のバランス規模等、取締役選任に関する方針・手続き】

当社グループの成長戦略である「サステナビリティ経営」を推進していくためには、様々なステークホルダーの価値観と企業の社会的な影響力を踏
まえた長期的な視点を持つとともに、社会課題の解決に貢献する経営を行うことが重要となります。このため、当社グループでは、経営理念「夢あ
る未来を、共に創る」を実践し、社会が抱えるさまざまな課題を事業視点で評価して社会とともに成長するために、特に重要と捉え、優先的に取り
組む課題を「マテリアリティ」として策定しました。当社グループでは、マテリアリティが効果的に実践されるよう経営を方向付け、監督することが取
締役会における最も重要な責務と位置付けており、そのために取締役会の全体として備えるべき重要な知識や経験、能力等をスキルとして一覧
化し、保有するスキルのバランスと多様性に配慮しながら取締役会メンバーの構成・規模を決定しております。

取締役の選任にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬等諮問委員会に諮問し、答申を得たうえで、また、監査等委員会の意
見を踏まえて、取締役会において選任を決議しております。なお、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を4名選出しております。

当社の取締役会全体として備えるべきスキル及び各取締役が有するスキル（スキル・マトリックス）は別表をご参照ください。

【補充原則４－１１－２　取締役の兼任の状況】

取締役及び取締役候補者の重要な兼職の状況につきましては、株主総会に係る「招集通知書」の株主総会参考書類及び事業報告、並びに有価
証券報告書等の開示書類において、毎年開示を行っております。

【補充原則４－１１－３　取締役会の実効性評価】

当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を毎年実施して
おります。

自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら、2024年2月に取締役会の構成員であるすべての取締役を対象にアンケートを実施し
ました。

なお、回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保し、外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2024年5月の取締役会に
おいて、分析・議論・評価を行いました。

その結果の概要は以下のとおりです。

アンケートの回答からは、利益相反取引の適切な管理、自由闊達で建設的な議論や意見交換及び事前説明の内容や実施時期等の運営面全般
について肯定的な評価が得られたことが窺え、当社における取締役会の実効性はおおむね確保されていると認識しております。

前回課題のひとつとして抽出された取締役会で審議すべき議案を見直し、更なる議論の活性化を図ることについては、取締役会の付議基準を見
直したことにより改善されたという意見が多く、取締役会における議論の活性化につながっております。

一方、取締役に対する継続したトレーニングの機会付与、資本効率を一層意識した経営計画の策定議論や事業ポートフォリオの定期的な見直し
については、各種視察・事業グループによる事業説明を踏まえた意見交換会といった取締役会以外での議論の場の提供、中期経営計画に関する
議論等を通じて改善を図っておりますが、引き続き取り組むべき課題であると認識しております。

加えて、スキル・マトリックスを含めた取締役会の多様性確保についても指名・報酬等諮問委員会の更なる関与等を通じて改善を図ってまいりま
す。

今後、当社の取締役会では本実効性評価の結果も踏まえ、抽出された課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を
高める取組みを継続的に進めてまいります。

【補充原則４－１４－２　取締役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役がその機能を十分果たすことを可能とするため、その就任の際、また、就任後も継続的に、当社グループの企業経営に関する必
要な知識を習得できるよう、取締役に対して、それぞれの役割や責務を果たす上で必要になるトレーニングの機会を提供しております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、当社が相当と認める範囲及び方法で株主・投資家の皆様との間で建設的な
対話を積極的に行っております。

株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進するための体制としましては、IR担当役員を中心に、当社グループの企業活動について適時適切に
株主・投資家の皆様に対し情報開示を行うべく、当社内の体制を構築するとともに、実際の対話にあたっては可能な限り、当該役員における株主・
投資家の皆様との直接の対話を推進しております。

上記原則３―１でご報告した通り、多種多様な情報提供をもとに、株主・投資家の皆様との対話を促進するための取組みとして、決算説明会を年4
回開催しており、また当社グループに対する事業面での理解を深めていただくことを目的にした説明会を必要に応じて企画・実施する等、積極的
なIR活動を行っております。海外投資家との対話においては、証券会社主催の海外機関投資家向け投資カンファレンスへの積極的な参加を継続



しております。また、現地でのIRミーティングの開催については、新型コロナウイルスの感染状況、投資家の意向を踏まえ検討した結果、2023年度
より再開しております。

なお、株主・投資家の皆様との対話の際には、法令及び社内規程「内部者取引管理規程」の定めるところに従い、インサイダー情報を適切に管理
しております。

【株主との対話の実施状況等】

当社におきましては、上記株主との建設的な対話に関する方針に基づき、以下のとおり株主との対話を実施しております。

①主な対応者

　IR担当役員、財務・IR本部長、IR部長、IR課長

②対応を行った株主の概要

　国：国内及び海外

　運用方法：アクティブ及びパッシブ

　投資手法：グロース及びバリューが中心

　対応者の担当分野：アナリスト、ファンドマネージャー、ESG担当等

③対話の主なテーマや株主の関心事項

　・足元の事業環境、業績及び今後の見通しに関する確認

　・当社の長期的な成長に向けてのドライバー

　・中期経営計画における基本戦略の業績への寄与及び評価のためのKPIの開示

　・ESGに関する取組み（中でも人的資本に関する事項）

④対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣や取締役会に対するフィードバックの実施状況

　経営会議及び取締役会において、当該事業年度のIR活動の報告を実施し、株主からの意見や期待等を説明しております。

⑤対話やその後のフィードバックを踏まえて、取り入れた事項

　注力領域の進捗を定期的に観測したいとの投資家からの意見に対して、新たに策定した中期経営計画（FY2023～FY2025）の基本戦略に

　おいて、KPIを明示し、当社の基本戦略の進捗を定量的に確認できるようにいたしました。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

当社グループは、2023年4月からスタートした中期経営計画（FY2023～FY2025）に基づき、当社グループの将来の持続的成長を継続し、中期的な
収益力のさらなる強化と企業価値向上を目指しております。

特に、中期経営計画（FY2023～FY2025）の基本戦略を通じた事業ポートフォリオ改革を進めるにあたり、事業基盤強化に資する分野、あるいは戦
略上の重点領域分野等を対象に、3 年間で総額 1,000 億円レベルの積極的な投資を継続してまいります。

また、このように成長領域への積極投資を推進しながら、収益性の高い事業の成長と同時に資本効率の向上も実現すべく、資本効率を意識した
経営を行っております。その一環として、業績拡大に応じて配当性向を高めたうえで、経営指標としてのROEの目標について、中期経営計画期間（
FY2023～FY2025）の最終年度の2026年3月期には14 %と定めております。

資本政策としては、各種事業投資の積極的展開に対応するための資金には内部留保ならびに営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金での
対応を基本方針としております。一方、将来の事業投資に備え、機動的かつ多様な資金調達手段を確保し、中期的な資金調達力の拡充を図って
おります。また、財務体質強化と資本効率性のバランスに十分配慮しつつ、資本・負債構成の最適化を追求してまいります。

さらには、配当を中心とした株主への利益還元強化についても継続的に取り組んでおり、中期経営計画期間（FY2023 ～FY2025）においては、連

結業績の拡大に応じて配当性向を高め、2026年3月期の配当性向については50%とし、事業収益の拡大とともに株主還元を拡充させることで、企
業価値・株式価値の持続的向上を目指しております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

住友商事株式会社 158,091,477 50.60

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 22,924,800 7.34

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 14,957,400 4.79

ＳＣＳＫグループ従業員持株会 6,781,064 2.17

STATE STREET BANK WEST CLIENT － TREATY 505234 4,440,476 1.42

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 4,108,202 1.31

株式会社アルゴグラフィックス 3,046,500 0.98

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 2,408,660 0.77

株式会社かんぽ生命保険 2,146,200 0.69

GOVERNMENT OF NORWAY 2,030,122 0.65

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 住友商事株式会社　（上場：東京）　（コード）　8053

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、親会社である住友商事株式会社との取引に関しまして、資本関係のない取引先と通常取引をする場合と同様の条件でこれを行い、少数
株主に不利益を与えることのないよう対応しております。また、該当取引のうち重要な取引については、独立社外取締役及び独立した社外の有識
者にて構成される利益相反取引管理等諮問委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会において取引の可否を判断しております。

【利益相反取引管理等諮問委員会の主な審議事項】

①会社と取締役との間の利益相反を伴うおそれのある取引で、会社法上取締役会の承認を必要とする事項。

②会社と関連当事者との取引、その他取締役会等における意思決定の公正性を担保するために必要であるとして、取締役会等が諮問する事項。

【利益相反取引管理等諮問委員会　委員　7名】

早稲田 祐美子　委員長 （独立社外取締役）

久保　　哲也　　 委員　　（独立社外取締役）

平田　　貞代　　 委員 　 （独立社外取締役）

山名　　昌衛　　 委員　　（独立社外取締役）

三木 　 泰雄　 　委員　　（独立社外取締役）

松石　　秀隆　　 委員　　（独立社外取締役）

飛松　　純一　　 委員　　（独立した社外の有識者・弁護士）

2023年度におけるガバナンス委員会 利益相反取引管理等諮問部会（現「利益相反取引管理等諮問委員会」）の開催実績は3回となります。

さらに、親会社との取引の状況については、利益相反取引管理等諮問委員会に定期的に報告することにより、その公正性を担保しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

（１）少数株主保護の観点から必要な当社親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等について

当社は、少数株主保護の観点から、取締役11名のうち一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である社外取締役を6名とすることで、
独立社外取締役が過半数を占める体制とし、独自に経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督を行っております。

また、当社と当社の株主共同の利益に適切な配慮がなされ、公正性と透明性を確保していくため、取締役会等の諮問機関として独立社外取締役
及び独立した社外の有識者にて構成される利益相反取引管理等諮問委員会を設置しております。なお、同委員会に関する詳細は本報告書「４．
支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」をご参照ください。

　① 親会社との関係の概要

　　住友商事(株)は当社議決権の50.6％を所有する親会社であります。

　　当社は親会社の企業グループの中でITソリューション事業の中核企業に位置付けられており、親会社及びその企業グループの多くから情報

　　システムの構築、保守、運用 業務を受託しております。

　② 親会社との取引内容の概要

　　当社の2024年3月期における住友商事(株)に対する売上比率は5.9％となっております。

　　事業活動における親会社からの制約はなく、また、取引条件も、資本関係のない取引先と通常取引をする場合と同一としており、一定の

　　独立性が確保されていると認識しております。

　③ 親会社との人的関係の概要

　　親会社から1名が当社取締役に就任しており事業基盤の強化・拡充を図っております。

　　なお、事業展開における業務執行上の重要事項は、取締役会で合意の上決定されており、上場会社としての当社の経営判断につき

　　ましては、自主性・独立性が確保されております。

　④ 親会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針

　　住友商事(株)におけるグループ経営に関する考え方及び方針は、同社のコーポレート・ガバナンス報告書に記載されておりますので、当該

　　報告書をご参照願います。

（２）当社上場子会社の独立性に関する考え方・施策等について

現在、当社は上場子会社を有しておりません。

（３）当社上場関連会社との関係及びその状況について

現在当社は各種事業展開、新事業の共同開発等を目的として、上場関連会社（持分法適用会社）である(株)アルゴグラフィックス（東証プライム市
場上場）の株式を有しております。当社の同社株主総会における議決権の比率は21.8％であり、 同社の実際の議決権行使率を鑑みても影響力と

しては最大で25％程度にとどまることから、少数株主との利益相反リスクは限定的であること、また、同社は、取締役14名中、6名を独立社外取締
役が占めており、かつ、連携を強化する観点で当社より派遣する取締役は1名のみであるため、取締役会においても、同社の独立性は確保されて
いるものと考えております。なお、当社と同社との取引額は当社の連結売上高の１％未満と僅少となっております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

久保　哲也 他の会社の出身者 △

平田　貞代 学者

山名　昌衛 他の会社の出身者 △

三木　泰雄 他の会社の出身者

松石　秀隆 他の会社の出身者 △

早稲田　祐美子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

久保　哲也 　 ○

2013年3月まで当社の主要な借入先の一
つである株式会社三井住友銀行の業務
執行者でありましたが、退任してからすで
に5 年以上経過しており、退任後は業務

執行には携わっていないことから、独立性
に影響はないものと判断しております。ま
た、同氏は、2020年6月まで株式会社三井
住友銀行の親会社である株式会社三井
住友フィナンシャルグループの取締役であ
りましたが、当社との間に取引関係はあり
ません。さらに、同氏は、2020年3月までS
MBC日興証券株式会社の業務執行者で
ありましたが、退任後は業務執行には携
わっていないこと、同社と当社との取引額
は同社の連結営業収益及び当社の連結
売上高いずれも1％未満と僅少であること
から、独立性に影響はないものと判断して
おります。

長年にわたり大手金融機関において要職を歴
任し、豊富な経営経験とグローバルビジネスに
関する幅広い見識を有しております。同氏がこ
れまでの経歴で培った経験及び見識から、当
社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢
献及び経営全般における助言を期待し、社外
取締役に選任しております。

また、東京証券取引所が定める独立役員の独
立性に関する要件を満たしていることから、一
般株主と利益相反が生じるおそれはない方とし
て独立役員に選任しております。

平田　貞代 　 ○ ―――

エンジニアとしての豊富な経験とIT及び技術経
営に関する学術的な見識を有しております。同
氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識か
ら、当社の業務執行の監督機能の維持・向上
への貢献及び経営全般における助言を期待
し、社外取締役に選任しております。

また、東京証券取引所が定める独立役員の独
立性に関する要件を満たしていることから、一
般株主との利益相反が生じるおそれはない方
と認識しており、独立役員に選任しております。

山名　昌衛 　 ○

2023年６月までコニカミノルタ(株)の業務
執行者でありましたが、退任後は業務執
行には携わっていないこと、同社と当社と
の取引額は同社の連結売上高及び当社
の連結売上高のいずれも１%未満と僅少で
あることから、独立性に影響はないものと
判断しております。

長年にわたり大手精密機器企業において要職
を歴任し、豊富な経営経験と環境・社会・人権
に関する幅広い見識を有しております。同氏が
これまでの経歴で培った経験及び見識から、当
社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢
献及び経営全般における助言を期待し、社外
取締役に選任しております。

また、東京証券取引所が定める独立役員の独
立性に関する要件を満たしていることから、一
般株主との利益相反が生じるおそれはない方
と認識しており、独立役員に選任しております。

三木　泰雄 ○ ○ ―――

IT企業での豊富な経営経験とテクノロジに関す
る幅広い見識を有しております。同氏がこれま
での経歴で培った経験及び見識から、当社の
業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及
び経営全般における助言を期待し、監査等委
員である社外取締役に選任しております。

また、東京証券取引所が定める独立役員の独
立性に関する要件を満たしていることから、一
般株主との利益相反が生じるおそれはない方
と認識しており、独立役員に選任しております。

松石　秀隆 ○ ○

2010年3月までリコーITソリューションズ株
式会社の業務執行者であり、2016年6月
までリコーリース株式会社の業務執行者
でありましたが、退任してからすでに5年以
上経過しており、退任後は業務執行には
携わっていないこと、両社と当社との取引
額は、両社の連結営業収益及び当社の連
結売上高いずれも1％未満と僅少であるこ
とから、独立性に影響はないものと判断し
ております。また、同氏は2018年3月までリ
コージャパン株式会社の業務執行者であ
り、2022年6月まで株式会社リコーの業務
執行者でありましたが、退任後は業務執
行には携わっていないこと、両社と当社と
の取引額は、両社の連結営業収益及び当
社の連結売上高いずれも1％未満と僅少
であることから、独立性に影響はないもの
と判断しております。

長年にわたり大手電気機器企業にて要職を歴
任し、豊富な経営経験とマーケティング及び財
務・会計に関する幅広い見識を有しておりま
す。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び
見識から、当社の業務執行の監督機能の維
持・向上への貢献及び経営全般における助言
を期待し、監査等委員である社外取締役に選
任しております。

また、東京証券取引所が定める独立役員の独
立性に関する要件を満たしていることから、一
般株主との利益相反が生じるおそれはない方
と認識しており、独立役員に選任しております。



早稲田　祐美子 ○ ○ ―――

弁護士としての専門的な知識・経験と環境・社
会・人権に関する幅広い見識を有しておりま
す。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び
見識から、当社の業務執行の監督機能の維
持・向上への貢献及び経営全般における助言
を期待し、監査等委員である社外取締役に選
任しております。

また、東京証券取引所が定める独立役員の独
立性に関する要件を満たしていることから、一
般株主との利益相反が生じるおそれはない方
と認識しており、独立役員に選任しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会直属の監査等委員会室に監査等委員会の職務を補佐する使用人を配置しており、監査等委員会室に所属する使用人の異動等は
監査等委員会に事前に報告され、監査等委員でない取締役からの独立性を担保しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

１．連携状況

監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、内部監査部と監査等委員会、また、監査等委員
会と会計監査人は、定期的に会合を持ち、各々との間での監査計画・監査結果の報告、意見交換など緊密な相互連携の強化に努めております。

2．会計監査人の報酬等

当社は会計監査法人として有限責任 あずさ監査法人を起用しております。また、同監査法人に対して以下の報酬等(2023年度)を支払っておりま

す。

　　（１）当社の会計監査人に対する報酬等の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 175百万円

　　（２）当社及び当社連結子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額（（1）の金額を含む）　242百万円

(注)1.　当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりません
ので、（１）の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

(注)2.　当社及び連結子会社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォートレター作成業務、英文財務
諸表に係る助言業務及び連結監査の一環としてのリファード業務についての対価を支払っております。

(注)3.　監査等委員会は、取締役、経理及び内部統制等の社内関係部署並びに会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会
計監査人の前期の職務執行状況、当期監査計画の内容及び監査報酬の見積額の相当性等について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬
等について会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。

3．会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当し、改善の見込みがないと判断した場合、監査等委員全員の同
意に基づき、会計監査人を解任いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、監査の遂行が困難で
あると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会はその決定に基づき当該議案を株主総会に提出い
たします。



【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬等諮問委
員会

8 0 2 6 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬等諮問委
員会

8 0 2 6 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役会や代表取締役において意思決定をするに当たり、当社と当社の株主共同の利益に適切な配慮がなされ、公正性と透明性を確保していく
ため、取締役会等の諮問機関として指名・報酬等諮問委員会を設置しております。指名・報酬等諮問委員会は、以下の事項について審議し、取締
役会等に答申を行うこととしております。

　【指名・報酬等諮問委員会の主な審議事項】

　　①取締役、執行役員及び業務役員の選定基準及び選任プロセスに関する事項、並びに取締役の選任及び解任。

　　②取締役、執行役員及び業務役員の報酬に関する事項。

　　③その他取締役会等における意思決定の公正性を担保するために必要であるとして、取締役会等が諮問する事項。

なお、指名・報酬等諮問委員会の委員8名のうち東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を6名選任しており、取締役
会の諮問機関としての独立性を保っております。

　【指名・報酬等諮問委員会　委員　8名】

　　久保　　哲也　　　　 　委員長 　 （社外取締役）

　　平田　　貞代　　 　　　委員 　 　 （社外取締役）

　　山名　　昌衛　　 　　　委員 　 　 （社外取締役）

　　三木　　秦雄　　 　　　委員 　 　 （社外取締役）

　　松石　　秀隆　　 　　　委員 　 　 （社外取締役）

　　早稲田　　祐美子　　 委員 　 　 （社外取締役）

　　山埜　　英樹　　　　　 委員 　 　 （社内取締役）

　　當麻　　隆昭　　　　　 委員 　 　 （社内取締役）

　　

2023年度におけるガバナンス委員会 指名・報酬等諮問部会（現「指名・報酬等諮問委員会」）の開催実績は7回となります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員の全てを、独立役員として指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

本報告書の「Ⅱ.１．機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

当社役員報酬の開示は取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取締役に区分して表示しております。これに加え、報酬の
総額が1億円以上である取締役につき、個別の報酬開示を行っております。

2023年度における当社の取締役に対する役員報酬の総額は、取締役16名に対して、410百万円で、その内訳は以下のとおりであります。なお、（）
内は社外取締役に関するものです。

　取締役（監査等委員である取締役を除く）　8名 ・・・328百万円（1名・・・14百万円）

　上記の報酬等の総額の内訳は以下のとおりであります。

　　１　固定報酬（金銭報酬）　　　　　　　　　 ・・・ 173百万円（14百万円）

　　２　短期業績連動報酬（金銭報酬）　　　 ・・・ 　92百万円（―）

　　３　中長期業績連動報酬（株式報酬）　　・・・　 62百万円（―）

　監査等委員である取締役　　8名 ・・・82百万円（7名・・・61百万円）

　上記の報酬等の総額の内訳は以下のとおりであります。

　　１　固定報酬（金銭報酬）　　　　　　　　 ・・・81百万円（61百万円）

　　２　短期業績連動報酬（金銭報酬）　　 ・・・ 0百万円（―）

　　３　中長期業績連動報酬（株式報酬）　・・・ ―（―）

2023年度の連結報酬等の総額が１億円以上である者の連結報酬等の総額は以下のとおりであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く）

　① 山埜　英樹　 104百万円　

　　　　　内訳　固定報酬（金銭報酬）：45百万円

　　　　　　　　　短期業績連動報酬（金銭報酬）：35百万円

　　　　　　　　　中長期業績連動報酬（株式報酬）22百万円

　② 當麻　隆昭　 104百万円　

　　　　　内訳　固定報酬（金銭報酬）：46百万円

　　　　　　　　　短期業績連動報酬（金銭報酬）：35百万円

　　　　　　　　　中長期業績連動報酬（株式報酬）22百万円

（注）1. 短期業績連動報酬（金銭報酬）は業績連動報酬等、中長期業績連動報酬（株式報酬）は非金銭報酬等に分類されます。なお、中長期業績

連動報酬（株式報酬）は、2022年6月23日開催の定時株主総会決議により導入された譲渡制限付株式報酬を指します。

（注）2. 取締役の報酬等の額は、2016年6月28日開催の定時株主総会決議において、１事業年度につき、取締役（監査等委員及び社外取締役を

除く。）は960百万円以内、社外取締役（監査等委員を除く。）は40百万円以内、監査等委員である取締役は150百万円以内と決議されております。
当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は15名（うち、社外取締役は1名）、監査等委員である取締役の員数は4名であ
ります。また、2022年6月23日開催の定時株主総会において、取締役（社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く。）に
対し、上記報酬枠の内枠で、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を年額150百万円以内、これにより発行又は処分される当社
の普通株式の総数は年間10万株以内と決議しております。当該定時株主総会終了時点の取締役（社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等
委員である取締役を除く。）の員数は4名であります。

（注）3.　社外取締役のいずれも、親会社等又は当社を除く当該親会社等の子会社等からの役員報酬等はありません。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

（１）役員の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　①取締役の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

　　役員の報酬等の内容に係る決定方針や手続き、算定基準、報酬水準については、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会

　　指名・報酬等諮問部会（現「指名・報酬等諮問委員会」）に諮問し、2024年3月28日開催の取締役会にて決議されております。

　②取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要

　　（ⅰ）報酬等の構成及び割合の決定に関する方針

　　　　　取締役のうち、取締役会長の報酬は固定報酬（金銭報酬）、中長期業績連動報酬（株式報酬）により、業務執行取締役の報酬は固定報酬

　　　　　（金銭報酬）、短期業績連動報酬（金銭報酬）、中長期業績連動報酬（株式報酬）により構成します。

　　　　　それぞれの割合は以下のとおりとしております。

　　　　　取締役会長　　

　　　　　固定報酬（金銭報酬）：57％　中長期業績連動報酬（株式報酬）：43％

　　　　　代表取締役 執行役員 社長

　　　　　固定報酬（金銭報酬）：50％　短期業績連動報酬（金銭報酬）：20％　中長期業績連動報酬（株式報酬）：30％

　　　　　取締役 執行役員 専務

　　　　　固定報酬（金銭報酬）：57％　短期業績連動報酬（金銭報酬）：24％　中長期業績連動報酬（株式報酬）：19％

　　　　　なお、社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役に対しては、客観的立場からの監督及び監査を行う役割を考慮し、

　　　　　固定報酬（金銭報酬）のみを支給いたします。

　　（ⅱ）固定報酬（金銭報酬）の決定に関する方針

　　　　　取締役（社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く。）の固定報酬（金銭報酬）は、指名・報酬等諮問委員会の

　　　　　諮問を経て取締役会で定めた役位毎の報酬額に基づき、毎月定額を支給いたします。

　　　　　なお、利益相反取引管理等諮問委員会及び指名・報酬等諮問委員会の委員である社外取締役には、別途取締役会で定めた金額を

　　　　　固定報酬（金銭報酬）として支給いたします。

　　（ⅲ）業績連動報酬等の決定に関する方針

　　　　　業績連動報酬等は、短期業績連動報酬（金銭報酬）とし、指名・報酬等諮問委員会の諮問を経て取締役会で定めた役位毎の報酬額に

　　　　　基づき短期業績連動報酬（金銭報酬）の支給額を決定し、事業年度終了後に支給いたします。

　　　　　短期業績連動報酬（金銭報酬）の額の算定方法は、役位別に定める標準額に対して、当該年度の会社業績及び個人業績に応じて変動

　　　　　する仕組みとしております。

　　　　　会社業績及び個人業績の割合は、執行役員 社長においては会社業績を100%、執行役員　専務においては会社業績を60%、個人業績を

　　　　　40%としております。

　　　　　会社業績　＝　標準額×成長率×収益性支給率

　　　　　個人業績　＝　標準額×執行役員報酬制度に基づく個人評価に応じた支給率

　　

　　　　　会社業績は、業績及び利益の持続的成長に重点を置き、2022年度を起点とした当社連結の成長率(年平均成長率（CAGR）)及び

　　　　　当年度計画の達成率について、それぞれ売上高：営業利益＝30％：70％の比率で反映し、－75%～＋80%の範囲で短期業績連動

　　　　　報酬（金銭報酬）が変動いたします。

　　　　　個人業績については、中期経営計画の基本戦略・経営基盤強化策の実効性を高めるため、環境・社会・ガバナンスへの取組みを

　　　　　含む個人評価により決定し、－100%～＋50%の範囲で短期業績連動報酬（金銭報酬）が変動いたします。なお、当事業年度を含む

　　　　　売上高及び営業利益額の推移は、有価証券報告書等の開示書類に記載のとおりです。

　　（ⅳ）非金銭報酬等の決定に関する方針

　　　　　非金銭報酬等は、中長期業績連動報酬（株式報酬）とし、「グランドデザイン2030」で描く持続的な企業価値向上を具現化するインセン

　　　　　ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、毎年、定時株主総会後に当社普通株式を、譲渡

　　　　　制限付株式として交付いたします。譲渡制限期間は、株主価値の共有を中長期にわたって実現するために、原則として譲渡制限付

　　　　　株式の交付日から当社役員を退任する日までの期間としております。支給水準は、指名・報酬等諮問委員会の諮問を経て取締役会

　　　　　で定めた役位毎の報酬額に基づき決定しております。

　③報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項等

　　当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役 執行役員 社長 當麻隆昭に取締役（社外取締役及び非常勤取締役並びに

　　監査等委員である取締役を除く。）の個人別評価の決定を委任しております。

　　これらの権限を委任した理由は、業務執行を監督する立場から、俯瞰的に個人別評価を実施することが可能であるためであります。

　　また、会社業績及び個人業績の割合は、会社業績を60%、個人業績を40%としており、代表取締役に委任される範囲を限定しております。

　　なお、執行役員 社長は会社業績を100％としております。

（２）当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の報酬等の内容に係る決定方針や手続き、算定基準、報酬水準について、外部の専門機関による客観的な報酬市場調査データ及び同業
種を中心とした同規模他社の報酬水準との比較検証結果並びに経営環境や当社の経営戦略を踏まえ、独立社外取締役が過半数を占めるガバ
ナンス委員会 指名・報酬等諮問部会（現「指名・報酬等諮問委員会」）に諮問しております。また、代表取締役に委任する個人別評価の決定につ

いても取締役会にて評価基準及びプロセスを報告することとしています。

その上で、監査等委員会にて、報酬等の算出の公平性及び当社の業績が考慮され役割と職責に応じた水準であることの妥当性を判断していま



す。また、当該基準の変更には同様の手続きを要することを前提としております。

当該手続きを経て当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、取締役会
はその内容が役員の報酬等の内容に係る方針に沿うものであると判断しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対して、取締役会の資料の事前送付を行い、議題の内容等につき事前説明の機会を設けております。また、監査等委員である社外
取締役を補佐する使用人を監査等委員会室に配置しております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．業務執行の方法

（１）取締役会の状況

当社取締役会は現在、独立社外取締役6名を含む11名の取締役で構成されており、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督を行って
おります。

取締役会における具体的な検討内容は次のとおりです。

・コーポレート・ガバナンスに関する事項

・組織や人事に関する事項

・サステナビリティにおける取組み

・重要な業務執行（組織再編、重要な財産の処分及び譲受け等）に関する事項

・業務執行の状況（コンプライアンス、リスク管理状況、政策保有株式等）に関する事項

・中期経営計画の進捗状況（人事施策、人的資本の状況、技術戦略等を含む）に関する事項 等

当社取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。2023年度の取締役会は12回開催されまし
た。

個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。

山埜　　 英樹　　 取締役　　　　　　　　　　100％（12回/12回）

當麻　 　隆昭　 　取締役　　　　　　　　　　100％（12回/12回）

福永　 　哲弥　 　取締役　　　　　　　　　　100％（12回/12回）

尾﨑　　 務　 　　 取締役　　　　　　　　　　100％（10回/10回）

中島　　 正樹　　 取締役　　　　　　　　　　100％（10回/10回）

加藤　 　真一　　 取締役　　　　　　　　　　　－　　 新任

久保　 　哲也　 　取締役　　　　　　　　　　100％（12回/12回）

山名　 　昌衛　 　取締役　　　　　　　　　 　 － 　 新任

實野　 　容道　 　取締役（監査等委員）　100％（10回/10回）

白石　 　和子　 　取締役（監査等委員）　 83％（10回/12回）

三木　 　泰雄　 　取締役（監査等委員）　100％（12回/12回）

平田　 　貞代　 　取締役（監査等委員）　100％（12回/12回）

松石 　　秀隆　 　取締役（監査等委員）　100％（10回/10回）

早稲田　祐美子　取締役（監査等委員）　100％（10回/10回）

なお、各取締役の職歴等については、「2024年３月期定時株主総会招集通知及び総会参考資料」の株主総会参考書類をご参照ください。

また、当社は、会社法第427条第1項及び定款第29条第2項の定めに基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く）との間で、責任限度額
を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。

（２）執行役員及び業務役員の状況

当社における役員制度は、当社グループ全体の事業執行を担う「執行役員」と、各事業領域の業務執行を担う「業務役員」とに区分し、それぞれの
役割と責任を明確にしております。当制度において当社執行役員及び業務役員は、取締役会により決定された経営方針に従い、執行役員 社長

の指揮命令のもと業務執行を担うものと位置づけております。

　

当制度の導入により、取締役会が経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督を一元的に担うことが明確になり、また、取締役会による

より迅速な経営方針の決定及びより効果的な業務執行の監督体制が整備・強化され、当社コーポレート・ガバナンスの一層の充実に貢献しており
ます。

（３）経営会議の状況

当社は、経営の監督と執行を分離し、日常的な業務執行の権限と責任を執行役員 社長以下の執行役員及び業務役員が明確に担う体制としてお

ります。また、一層のコーポレート・ガバナンスの強化、ならびに業務執行力の強化を図ることを目的に、業務執行上の重要事項に関する執行役
員 社長の諮問機関として、執行役員から構成される経営会議を設置しております。

２．監査・監督の方法

（１）監査等委員会の状況

当社の監査等委員会は、独立社外取締役3名を含む4名の取締役で構成され、内部統制システムを活用した組織監査を行うとともに、独立的・客
観的立場から業務執行の監査・監督を行っております。独立社外取締役　三木泰雄氏、松石秀隆氏及び早稲田祐美子氏の有する知見は、「１．機
関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】会社との関係(２)」に記載のとおりであります。

監査等委員会における具体的な検討内容は次のとおりであります。

・監査計画策定

・内部統制システムの整備・運用状況の確認

・監査報告書の作成

・会計監査人の再任に関する評価

・会計監査人の報酬等に関する同意

・取締役の選任等・報酬等に関する意見形成　等

監査等委員会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。2023年度の監査等委員会は14回開催され
ました。

個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。

實野　　 容道　取締役（監査等委員）　 100％（11回/11回）

白石　　 和子　取締役（監査等委員）　 100％（14回/14回）



三木　　 泰雄　取締役（監査等委員）　 100％（14回/14回）

平田　　 貞代　取締役（監査等委員）　 100％（14回/14回）

松石　　 秀隆　取締役（監査等委員）　 100％（11回/11回）

早稲田　祐美子取締役（監査等委員）　　91％（10回/11回）

常勤の監査等委員は、経営会議等の重要な会議への出席、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人からの職務の執行に関する事
項の報告、重要な決裁書類等の閲覧のほか、子会社の監査役等との連絡会の開催等による情報の収集と監査等委員会における情報の共有に
より、監査の実効性の確保に努めております。また、非常勤の監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して、独立・中立の立場から客観的
に監査意見を表明するとともに、取締役会及び監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。

（２）2024年3月期における会計監査の状況

　　業務を執行した公認会計士の氏名　　　　宍戸通孝、三上伸也、笠島健二　　

　　所属する監査法人　　　　　　　　　　　　　　有限責任　あずさ監査法人

　　監査業務に係る補助者の構成　　　　　　 公認会計士11名、その他23名

なお、同法人による会計監査は、1988年3月期より継続しております。

（３）内部監査部の状況

内部監査を担当する内部監査部は、当社及び子会社等における経営活動の全般にわたる統制活動とリスク管理を、業務の有効性と効率性の向
上、財務報告の信頼性の確保等の観点から検討・評価しております。内部監査部は、内部監査の計画及び結果を、取締役会、執行役員 社長に

報告するとともに監査等委員会にも直接報告しております。

３．社外取締役に関する事項

　当社は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない独立社外取締役を継続して選任してお
ります。広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。

４．監査等委員である取締役の機能強化に関する取組状況

　当社は、監査等委員である取締役については、これまでの業務経験等から監査業務を行うに相応しい見識・能力を有すると考えられる方を選任
しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、2016年6月28日より、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高めるため、監査
役会設置会社から、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。なお、当社におけるコー
ポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つである経営の効率性の向上と経営の健全性の維持、及びこれらを達成するための
経営の透明性の確保のためには、上記２．に定める体制を一層強化・充実することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性をあげることが、最も
合理的であると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 2024年3月期　定時株主総会につきましては、総会開催日の20日前に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定
集中日を避けて株主総会開催日を設定しております。なお、2024年3月期定時株主総会
につきましては、6月20日（木）に開催をいたしました。

電磁的方法による議決権の行使
株主の利便性向上を図ることを目的に、議決権行使サイトを設け、インターネットによる議
決権行使を行えるようにしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株主の利便性向上を図ることを目的に、議決権行使プラットフォームを利用しております。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知書の英訳を招集通知書発送日より前に、当社ホームページ及び議決権行使プ
ラットフォームに掲載しております。

その他

招集通知は、当社ホームページ及び議決権プラットフォーム、東京証券取引所のホーム
ページにて、株主への発送に先立ち掲載しております。

また、株主様に株主総会の模様をご視聴いただけるよう、2022年度よりインターネットによ
るライブ配信（ハイブリッド参加型バーチャル株主総会）を実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社は、四半期決算ごとにアナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催し、
期末決算、第2四半期決算は代表者が説明を行っております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

証券会社主催の海外機関投資家向け投資カンファレンスに積極的に参加し、
対話を継続しております。また、現地でのIRミーティングの開催については、新
型コロナウイルスの感染状況、投資家の意向を踏まえ検討した結果、2023年
度より再開しております。また、IR関連資料については、ホームページで英語
による開示も行っております。

なし

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページ（https://www.scsk.jp/ir/index.html）において、決算短信や
決算説明会資料、決算補足資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会
の招集通知書、統合報告書等の資料を掲載しており、また決算説明会のスト
リーミング配信を実施しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営理念及び社内規則に基づき、役職員の全員に対してステークホルダーの立場を尊重
すべきことを徹底しております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

＜サステナビリティ経営の基本方針＞

当社グループは、経営理念「夢ある未来を、共に創る」の下、成長戦略としてサステナビリ
ティ経営を推進しています。

今後、当社グループが持続的成長を果たしていくためには、様々なステークホルダーの価
値観と企業の社会的な影響力を踏まえた長期的な視点を持つとともに、社会課題の解決
に貢献する経営を行うことが重要となります。当社グループは、事業活動が環境・社会に
与える影響を継続的に評価し、その改善を進めることに加え、脱炭素や循環型社会の実現
に向けた事業環境の変化をチャンスと捉え、我々のコアコンピタンスを活用した新たな事業
機会を獲得し、社会と共に持続的に成長する、社会が必要とする経済価値と社会価値の
創出を目指しております。

＜当社グループのマテリアリティ＞

当社グループでは、経営理念を実現するために、社会が抱えるさまざまな課題を事業視点
で評価し、社会とともに成長するために特に重要と捉え、優先的に取り組む課題を「マテリ
アリティ」として策定しております。

当社グループのマテリアリティは「社会課題解決を通じた持続的な事業成長」を意図する3
つのマテリアリティと、「持続的な成長を支える基盤」の4つのマテリアリティから構成されて
おります。

■社会課題解決を通じた持続的な事業成長

豊かな未来社会の創造/ 安心・安全な社会の提供/ いきいきと活躍できる社会の実現

■持続的な成長を支える基盤

地球環境への貢献/ 多様なプロフェッショナルの活躍/ 健全なバリューチェーンの確立/

透明性の高いガバナンスの実践

＜サステナビリティ経営の推進体制＞

「サステナビリティ経営」の推進に関わる全社的課題、取り組むべき施策の確認や検討の
ため、代表取締役 執行役員 社長の諮問機関としてサステナビリティ推進委員会を設置し

ております。

サステナビリティ推進委員会にて検討した内容は、定期的に経営会議に報告し、経営会議
で全社的な経営に係る観点からさらなる議論を行った後、サステナビリティ推進委員会より
取締役会に報告し、取締役会で適切に監督される体制を整えております。

＜環境への取組み＞

当社グループでは、「地球環境への貢献」をマテリアリティの一つとして策定しております。
気候変動による事業への影響に適応すると共に、環境に配慮した事業活動の実践や事業
機会の創出・拡大により、より良い地球環境の実現に貢献することを重要かつ優先的に取
り組む経営課題として位置付けています。

環境分野における主な取組みとして、当社グループでは、SBTイニシアチブ（＊1）の認定を
取得した中長期的な温室効果ガス排出量の削減目標を設定しています。

自社排出量（Scope1+2）の削減に向けて、従来から進めているデータセンターやオフィスで
の省エネルギー化の取組みに加えて、再生可能エネルギーや非化石証書の活用を進めて
います。

サプライチェーン排出量（Scope３）の削減に向けては、パートナー企業に対して今後の削
減施策についての意見交換や温室効果ガス排出量などのデータ提供をお願いするなど、
ご理解をいただきながら具体的な取り組みを進めています。

（＊1）SBTイニシアチブとは、世界の平均気温上昇を抑えるために、企業に対して科学的
な知見と整合した削減目標を設定するよう求め、認定する国際的なイニシアチブをいいま
す。

当社グループの温室効果ガス削減目標は、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べ1.5
度未満に抑えるという、「1.5度目標」の認定を取得しております。

また、当社グループは金融安定理事会が設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）」の提言に賛同しております。

2021年度に当社グループの温室効果ガス排出量の8割を占め、気候変動による影響が大
きいと考えられる「データセンター事業」を対象にリスク・機会の特定・評価を実施しておりま
す。

また、2023年度には当社グループ全体への気候変動による影響を把握するため、対象範
囲を全事業領域に広げ、リスク・機会の特定・評価を実施しております。

当社グループはTCFD提言で推奨される4つの要求項目（ガバナンス・戦略・リスク管理・指
標と目標）に対して、継続的な検討及び情報開示をすすめ、さまざまなステークホルダーと
の建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指しています。

TCFDシナリオ分析の詳細については、当社ホームページをご参照ください。

　 対象事業：データセンター（2021年度実施）

　　https://www.scsk.jp/corp/csr/pdf/tcfd.pdf

　　対象事業：全事業領域（2023年度実施）

　　公開時期:2024年7月

　　https://www.scsk.jp/corp/csr/pdf/tcfd_v2.pdf

SCSKは、環境マネジメントシステム規格であるISO14001の認証を取得しております。



ISO14001の規格に基づく環境活動の推進を通じて、環境負荷低減を図っていきます。

＜人権尊重への取組み＞

当社グループでは、「国際人権章典」や「ビジネスと人権に関する指導原則」などの国際的
なガイドラインに基づき、「SCSKグループ人権方針」を策定し、本方針に基づいて人権尊重
への取組みを推進しております。

本方針は、当社グループの事業活動の影響を受けるすべての人々の人権を尊重する企業
グループとしての考え方や責任について示すものであり、国際的な人権基準の尊重、人権
侵害の防止や発生時の対応等について記載しております。

当社グループのすべての役職員に加え、パートナー企業をはじめとする取引先も本方針の
対象にしており、本方針への理解・賛同・実践を求め、共に人権尊重を含む社会的責任を
果たしていくことを期待しております。

当社グループは、本方針に基づいて、事業活動が与える人権へのリスクを特定・防止・是
正するために、外部専門家を起用し、人権デュー・ディリジェンスを実施しました。

特定された人権リスクに対しては、既に実施している取り組みの継続・強化に加え、新たな
防止・軽減策の実践を進めることで、人権に配慮した事業活動に努めております。

人権尊重への取組みは、当社ホームページに詳細を公表しておりますので、ご参照くださ
い。

https://www.scsk.jp/corp/csr/humanrights.html

サステナビリティ（環境・社会・ガバナンス他）活動に関する詳細取組みにつきましては、当
社ホームページに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。

https://www.scsk.jp/corp/csr/index.html

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

経営の透明性の確保がコーポレート・ガバナンス上重要との認識の下、顧客、従業員、株
主、パートナー企業や地域社会等の各ステークホルダーに対して重要な会社情報につい
ての提供を適時、適切に行っております。また、統合報告書を発行し、当社ホームページに
は、統合報告書に加えてより詳細なデータを掲載しております。



その他

＜Well-Being経営の推進に関して＞

当社グループにとって、事業の根幹を支える最も重要な経営資本は“人”であることから、
社員が安心・安全に業務にあたれる職場環境を整備するとともに、社員一人ひとりが心身
ともに健康であることが事業発展の礎である旨を2015年に「健康経営の理念」として明文
化し、健康経営を経営上の重点課題として取り組んでまいりました。さらに、新たな価値を
社会に提供し続けるために、社員が心身共に良いコンディションを維持することに加え、価
値創出を通じた社会への貢献と働きがいを実感できるWell-Being経営の取り組みを進めて
おります。

主な取組みとして、2013年度からは、残業時間の削減（月間平均20時間以下）及び有給休
暇の100％取得を目指した「スマートワーク・チャレンジ」、2015年度からは、役職員への良
い行動習慣（運動、睡眠、アルコール、食生活）の定着や健診結果の良化を目的とする「健
康わくわくマイレージ」の施策を推進してまいりました。98％の役職員が参加し、日々の取
組みとして定着するとともに、意識の変化として、92％の社員が「心身のコンディションを整
えることが、仕事と生活のより良いパフォーマンスにつながると実感している」と、ポジティブ
な回答を行い、この割合は2014年度の78％と比較して14ポイント増加しております。また、
健康関連施策を企画・実施する「DEIB・Well-Being推進部」、社員が運営する「ＳＣＳＫ働き
やすい職場づくり委員会」、保険給付・保健事業を担当する「ＳＣＳＫ健康保険組合」がお互
いに連携を図り、執行役員 社長が「健康経営推進最高責任者」に就くことで、健康経営の

推進をリードしております。これらの取組みが評価され、当社は社員の健康管理を経営的
な視点から考え、戦略的に取り組んでいる企業として経済産業省と東京証券取引所が共
同で選定する「健康経営銘柄2024」において銘柄選定開始以来の10年連続で選定されま
した。

*健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

<DEIB（Diversity, Equity, Inclusion, Belonging）の推進に関して>

当社グループは、「多様な人材がお互いに仲間として認め理解し合うことで組織力を上げ
ること」を目的に、「属性」「思考内容・能力」「表明される意見・見解」の３つの観点から組織
として多様性をお互いに理解し活かす施策を展開しております。すべての人材の能力を最
大限に引き出し、その力を事業成長に活かすことで、持続的成長と新たな価値を創造し続
ける企業を目指しております。

2023年度を初年度とした中期経営計画（FY2023～FY2025）においては、人材価値最大化
の基本方針に則った重点施策の一つとして「D&I」を掲げており、その推進力・実行力を一
層高めるべく事業グループの上級役職者を委員とした委員会も立ち上げております。加え
て、取締役会等でも課題や取組みについて議論を行っております。

さまざまなバックグラウンドを持つ多様な社員が同じステージで活躍できるよう、長時間労
働を是正し生産性の高い働き方を目指すスマートワーク・チャレンジや勤務場所や勤務時
間に柔軟性を持たせるリモートワークやフレックスタイム制度をはじめ、時差勤務制度、時
間外労働の免除・制限、半日単位・時間単位の有給休暇制度等の制度の整備と、これらを
活用しやすい環境や組織風土の醸成に取り組んでおります。

併せて女性特有の健康課題に対応する施策や、育児や介護との両立の実現をはじめ、障
がいのある社員の活躍推進、制度、LGBTQに関する施策等を整備するとともに、これらの
課題への理解を深め、共に解決を進める組織風土づくりも進めております。パワハラ・セク
ハラホットラインを整備し社外の専門カウンセラーへ匿名での相談も可能としており、すべ
ての社員が安心して力を発揮できる環境づくりを進めております。

これらの取り組みを継続的に推進し、性別等の属性に寄らず多様な社員が持てる力を最
大限発揮できる組織風土の醸成が着実に進捗していることが評価され以下のような各種
選定・認定を受けております。

・MSCIジャパンIMI トップ700指数構成銘柄の中から「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」に

選定

・「Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数」に選定

・経済産業省・東京証券取引所「なでしこ銘柄2024」に選定（9回目）

・女性活躍推進法に基づく優良企業認定「えるぼし」の最高位を取得

・2018年度、新・ダイバーシティ経営企業100選「100選プライム」に選定

・LGBTQに関する取り組み指標「PRIDE指標」で最高位「ゴールド」を6年連続受賞



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る
企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制（以下「内部統制システム」といいます。）に関する基本方針並びに体制整備に必要な事項に
ついて次のとおり決議いたしております。

なお、当社は、現状の内部統制システムを確認すると同時に、継続的な見直しによって、その時々の要請に合致した、優れた内部統制システムの
構築を図っております。

１．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について

・監査等委員会設置会社としての当社における内部統制システムの整備に関する方針を定めるとともに取締役及び使用人の法令等遵守の徹底
に努めております。

・当社は、取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を継続して選任しております。

・当社は、取締役会及び取締役による監督機能を強化するため、非業務執行の取締役会長が取締役会議長を務めるとともに、執行役員及び業務
役員制度を採用し、取締役会及び取締役による監督機能と執行役員及び業務役員による業務執行機能とを分離しております。

・当社は、経営の透明性・公正性の向上のために、取締役会等の諮問機関として利益相反取引管理等諮問委員会及び指名・報酬等諮問委員会
を設置しております。

・内部統制システムが有効に機能しているかを確認し、その実行状況を監視するための体制として内部監査部を、また、内部統制システムの強化
を推進し、その運用を支援するための体制としてリスクマネジメント部を配置しております。

・法令等の遵守に関する規程を含む社内規則を定め、取締役及び使用人に行動規範を明示するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、また、
「コンプライアンスマニュアル」を作成し、社内各層に周知することにより、法令等遵守の徹底を図っております。

・法令等の遵守体制強化の一環として、内部通報制度を導入し、取締役及び使用人が、コンプライアンス委員長、監査等委員会及び顧問弁護士
にコンプライアンス上の情報を直接、連絡できるルートを確保しております。なお、当該通報をしたこと自体による不利益な取扱いの禁止等通報者
の保護を徹底することを定めております。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について

・取締役会その他の重要な会議の意思決定に係る情報及び稟議書等、その職務執行に係る情報の保存及び管理については、文書管理規程等
の社内規則を定めて、情報の適切な記録管理体制を整備しております。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について

・当社の事業に関連して想定可能なリスクを認識、評価する仕組みを定め、関連部署においてリスクを予防するための規則、ガイドライン等の制
定、管理、運用、監視等の実施により個別リスクに対応する仕組みを構築しております。

・会社に重大な影響を及ぼす恐れのある不測の事態の発生に備え、緊急事態対応規程を定め、適切かつ迅速に対応する体制整備を図っており
ます。

・情報セキュリティ管理及び個人情報保護に係る関連規程を制定し、当社の事業活動における機密情報及び個人情報等の情報資産の管理徹底
と適切な保護を行い、また、研修及び啓発の実施等を通じて、その重要性及び取扱方法の浸透・徹底を図っております。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について

・取締役のより効率的な職務の遂行を可能とするために、執行役員及び業務役員制度を採用し、業務執行の責任と権限を明確にしております。

・経営上の重要事項に関する執行役員 社長（以下「社長」といいます。）の諮問機関として経営会議を、また、特定の経営課題に関する諮問機関と

して各種委員会を設置しております。

・取締役及び使用人の効率的な職務執行を可能とするための組織体制を整備するとともに、ITの整備及び利用により、経営意思決定を効率的に
できる体制を整備しております。

５．当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制について

・親会社及び子会社との緊密な連携のもと、当社は、企業集団における業務の適正を確保するための体制の構築に努めております。

・当社は、「経営理念・行動指針」を定め、経営理念の共有を図るとともに、子会社管理規程に基づいて、子会社の業務執行の重要事項は、当社
の決裁事項または当社への報告事項としております。

・当社は、上記の決裁・報告体制を通じて、グループ全体の経営状況を把握し、業務の適正の確保、リスク管理を徹底しております。

・当社は、子会社の自主性を尊重し、事業内容・規模を考慮しつつ、コーポレート部門の業務を適切に支援し、子会社の取締役等が効率的に職務
執行できる体制を構築しております。

・子会社においても、当該会社自身のコンプライアンス委員会の設置等、当社と同様に法令等を遵守するための体制を整えるよう指導しておりま
す。

・当社のコンプライアンス委員会では、子会社を含むグループ全体のコンプライアンスに関する事項を審議し、また、内部通報制度においては、子
会社の取締役、監査役及び使用人からも直接に通報が行えるなど、子会社との連携を図り、グループ一体の運営を行っております。

６．当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項につ
いて

・監査等委員会の職務を補佐する使用人を監査等委員会室に配置しております。



７．第6項の取締役及び使用人の他の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項について

・監査等委員会室は監査等委員でない取締役から独立した組織としております。

・監査等委員会は、監査等委員会室に所属する使用人の人事異動及び人事評価等について事前に報告を受け、必要な場合は社長に対して変更
を申し入れることができるものとしております。

８．第6項の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査等委員会室に所属する使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、職務を遂行しております。

９．当社の監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制について

・監査等委員である取締役（以下「監査等委員」といいます。）は、経営会議その他の重要な会議に出席しております。

・監査等委員でない取締役及び使用人は、監査等委員と定期的に会合を行い、監査等委員会との意思疎通を図っております。

・職務権限規程に基づく決裁・報告事項のうち、重要な事項は、監査等委員を経由して監査等委員会にも報告されるほか、必要に応じ、監査等委
員でない取締役及び使用人が、法定の事項及び全社的に重大な影響を及ぼす事項について、同様に監査等委員会への報告・説明を速やかに
行っております。

・内部通報制度においては、監査等委員会も直接の窓口になっております。

10．当社の子会社の取締役、監査役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員会に報告をするための体制について

・子会社管理規程に基づく決裁・報告事項のうち、あらかじめ定められた事項は、監査等委員を経由して監査等委員会へも報告されることになって
おります。

・当社は、グループ共通の内部通報制度を設けており、子会社の取締役、監査役及び使用人からの通報については、当社の監査等委員会も直接
の窓口になっております。

11．第9項又は第10項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について

・当社及び子会社のコンプライアンス規程において、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことが明記さ
れております。

12．当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針について

・当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費
用等が監査等委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。

13．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について

・子会社の取締役は、当社の監査等委員会が、その職務を適切に遂行するため、当社及び子会社の監査等委員又は監査役との意思疎通、情報
の収集・交換を図っております。

・当社の監査等委員でない取締役及び使用人は、監査等委員会が制定した監査等委員会規程に基づく監査活動が、実効的に行われることに協
力しております。

・監査等委員会は、監査の実施にあたり内部監査部及び会計監査人と緊密な連携を保っております。監査等委員会は、内部監査担当役員に対し
て必要に応じて監査に関する指示をすることができ、監査等委員会が内部監査担当役員に対して指示した事項が、社長からの指示と相反する場
合は、監査等委員会の指示を優先するものとしております。また、監査等委員会は、内部監査担当役員の人事異動及び人事評価等について事前
に報告を受け、必要な場合は社長に対して変更を申し入れることができるものとしております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たないとする「反社会的勢力・団体との関係不保持」を基本方針
として定めております。

・当社のコンプライアンスについて規定したコンプライアンスマニュアルにおいて、コンプライアンスに関する具体的な規範の一つとして反社会的勢
力・団体との関係不保持を定めております。

・反社会的勢力への対応につきましては、顧問弁護士及び所轄警察署と緊密な連携の下、迅速に対応できる環境を整えており、また反社会的勢
力に関する動向の把握に努めております。

・当社所定の標準契約書式に反社会的勢力排除条項を盛り込み、反社会的勢力の不当要求防止に関する社内研修を実施する等反社会的勢力
排除に取り組んでおります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

当社グループは、経営の透明性の確保がコーポレート・ガバナンス上重要であるとの認識のもと、この透明性確保の一環として、次の会社情報の
開示に関する実施体制を整備し、適時・適正且つ公正な情報開示の実施に取り組んでおります。

１．企画本部、サステナビリティ推進・広報本部、総務・法務本部、リスクマネジメント本部、人材戦略本部、人事本部、経理本部、財務・IR本部は、
開示対象となる情報を適宜収集し、開示スクリーニングと開示案の作成を行います。

２．執行役員 社長の承認を受け、情報の管理・開示を統括する情報取扱責任者が開示要否と開示内容を確認します。

３．必要に応じて取締役会の承認を経て、情報取扱責任者が会社情報に関する開示を実施します。





別表 取締役会全体として備えるべきスキル 

 

 
 
別表 各取締役が有するスキル（スキル・マトリックス） 

 
 


